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はじめに
序文
1927年に初めて自動車の製造を開始して以来、私た
ちは、車内および車の周りの人を守ることに努めて
きました。電動化と急速な技術開発により、業界の
ペースは速く変化していますが、変わらないものも
あります。それは、責任を持って、持続可能で倫理的
な方法で事業を行うという私たちの約束です。

この約束は、私たちの事業を超えて広がり、今後の
成功の鍵となります。私たちのバリューチェーンにお
ける信頼のおけるパートナーとして、ビジネスパート
ナーとの協力関係は、私たちの目標を達成し、	
目的を果たすために不可欠です。その目的とは、	
「For life. To give people the freedom to move 
in a personal, sustainable, and safe way.」（訳：
人生のために。人々に、自分らしく、持続可能で、安
全な移動の自由を届ける。）ことです。

私たちは、より責任感があり、持続可能で、倫理的
な自動車バリューチェーンを目指して協力し合うこ
とで、地球規模の課題に共同で取り組み、社会に良
い影響を与え、利益ある成長を支えることができる
と信じています。

Volvo Cars1	のビジネスパートナー2として、この「ビ
ジネスパートナー行動規範（以下「本行動規範」）」
に定められた基準および原則を遵守することを期待
しています。これには、以下が含まれますが、これら
に限定されません。

•	 すべての個人の人権と尊厳を尊重すること。

•	 全従業員3に安全かつ公正な労働条件を提供す
ること。

•	 環境への影響を最小限に抑えることで、地球を守
ること。

•	 すべての事業活動において、透明性、コンプライ
アンス、倫理的な行動を確保すること。

はじめに

1「Volvo Cars」とは、Volvo Car ABおよびその子会社	(すなわ
ち、Volvo Car ABによる直接または間接の支配を受けるすべて
の個人および組織であり、支配とは経営権限、持分あるいはそ
の他のものによる場合があります。)	を指します。
		

2	ビジネスパートナーとは、Volvo Carsに製品またはサービス
を提供するあらゆる組織を意味します。例えば、サプライヤー
やサービスプロバイダー、Volvo Carsの製品を流通させる企
業、またはVolvo Carsの製品に関連するサービスを提供する企
業（輸入業者、ディーラー、修理工場、Volvo Carsのためにまた
はVolvo Carsを代理して行動する代理人などを含みますが、こ
れらに限定されません。）を意味します。

 3「従業員」とは、ビジネスパートナーが直接または間接的に
雇用または従事させた個人を指し、フルタイム、パートタイム、
インターン、研修生、派遣社員、契約社員などを含みます。

3

目的と範囲
本行動規範は、Volvo Carsがすべてのビジネスパー
トナーにVolvo Carsとの取引関係の全期間を通じて
遵守を求める、責任あるビジネス基準および原則を
定めたものです。

原則は、私たちの価値観、企業体制、持続可能性へ
の取り組み、および適用される法律や規制に基づい
ています。これらは、人権や労働条件、環境責任、
倫理的な企業行動に関する国際基準に則った最低
限の要件であり、「OECD責任ある企業行動に関す
る多国籍企業行動指針」や「国連グローバル・コン
パクトの10原則」などを含みますが、これらに限定
されません。

本行動規範は、Volvo Carsとの既存のあらゆる取引
関係の不可欠な一部であり、参照することにより契
約に組み込まれます。

私たちは一丸となった時に最強と
なります。協力、透明性、信頼に基
づく取引関係を構築することで、私
たちは共に学び、行動を起こし、持
続可能性のパフォーマンスを継続
的に改善することができます。
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Volvo Carsとの取引関係を締結することにより、取
引関係の期間中、ビジネスパートナーは、以下を行
うものとします。

•	 適用される法律および規制、本行動規範、	
Volvo Carsと合意したその他の契約条件に従っ
て事業を遂行すること。

•	 本行動規範に定める基準および原則を組織全
体に導入し、バリューチェーンにもその要件を拡
大し、従業員、下請業者、その他の関連する第三
者が当該基準および原則を遵守するようにする
こと。

•	 本行動規範の対象となる分野に関連するリスク
を効果的に特定、防止、軽減、監視するために、
適切なデュー・ディリジェンス・プロセスおよびリ
スク管理システムを、自社の業務だけでなく、バリ
ューチェーンに関連するものも含めて実施し、維
持すること。これには、適切な方針、ツール、リス
ク評価、内部統制を整備することが含まれます。

•	 従業員および関連下請業者、その他の利害関係
者の間で、本行動規範の対象分野に関する意識
と理解を高めるための研修プログラムや能力開
発に投資すること。

原則

原則
Volvo Carsでは、模範となるよう努
め、バリューチェーン全体を通じて責
任ある持続可能な企業行動を実践す
ることを約束しています。ビジネスパ
ートナーの皆様には、この約束を共有
していただきたいと考えています。

4	国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠するもの。。

•	 予防原則を適用すること。これは、潜在的な行
動または不作為が個人、社会、環境の健康や安
全に悪影響を及ぼす可能性があると信じるに足
る理由がある場合にはいつでも、適切な保護措
置を講じることを意味します。

•	 関連施設ならびにすべての必要な情報および文
書をVolvo Carsが利用できるようにすることを含
め、本行動規範の対象分野における遵守状況を
検証するための監査および評価を支援すること。

•	 必要に応じて、人または環境への悪影響を停
止、防止および緩和するために適時かつ適切な
是正措置を講じ、影響を受ける利害関係者に対
して是正措置へのアクセスを提供すること。

•	 その活動により影響を受ける可能性のある従業
員およびその他の利害関係者（地域社会や社会
的弱者を含む）が、報復を恐れることなく、本行
動規範の対象分野に関連する正当な懸念を提起
できるよう、効果的な苦情処理窓口4および救済
措置へのアクセスを提供すること。

4
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本行動規範に定める基準や原則が、特定の国の現地
の法律や慣習と異なる場合もあります。そうした場
合、現地の法律と慣習の基準が本行動規範に規定さ
れているものよりも高い基準を課しているならば、現
地の法律と慣習が常に適用されます。他方で、本行
動規範の基準の方がより高い場合は、それが違法と
ならない限りにおいて、本行動規範が優先されます。
国内法の要件と本行動規範の要件が矛盾する場合
は、ビジネスパートナーは、不当に遅滞することなく
Volvo Carsに通知するものとします。

声をあげる
ビジネスパートナーは、Volvo Carsとの取引関係に
関連して、適用される法律および規制、Volvo Cars
と合意した契約条件、または本行動規範の要件に
違反する可能性があることを発見した場合には、速
やかに報告するものとします。

報告書は、Volvo Carsの報告ライン「Tell	Us」を通じ
て提出することが推奨されます。

調査が行われる場合、ビジネスパートナーは、要
請に応じて関連情報およびその他の関連証拠を
Volvo Carsに提供するなど、Volvo Carsに全面的に
協力するものとし、報告書を提出した人物に対して
報復してはなりません。		

監査と違反の結果
Volvo Carsは、必要と判断した場合には、監査を実
施することにより、ビジネスパートナーの本行動規
範の遵守状況を検証および評価する権利を留保し
ます。このような監査は、通知を行うことが遵守状
況の検証可能性を妨げる可能性があるとVolvo Cars
が合理的に判断する場合を除き、事前の書面による
通知により行われるものとします。必要に応じて、ビ
ジネスパートナーは、Volvo Carsがバリューチェーン
における関連下請業者に対して監査を実施できるよ
う、さらに最善の努力を払うものとします。

ビジネスパートナーは、特定された違反を是正し、
将来同様の事態が発生しないよう、適切な是正措
置を適時実施することを含め、措置を講じるものと
します。協力の欠如、違反への対処や適時な措置の
不履行は、クレーム、ビジネス上の損失、最終的に
はVolvo Carsとの取引関係の終了につながる可能性
があります。

原則

5
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汚職防止
ビジネスパートナーは、適用される汚職防止および
贈収賄防止に関するすべての法律および規制を遵
守するものとします。したがって、ビジネスパートナ
ーは、直接的にも間接的にも、いかなる形態の贈収
賄または汚職にも関与したり、容認したりしてはな
りません。この禁止事項には、円滑化のための少額
の支払い、不適切な贈答品、利益供与、接待および
政治献金などが含まれますが、これらに限定されま
せん。したがって、ビジネスパートナーは、業務上の
意思決定に不当に影響を与えたり、何らかの優遇措
置を得る目的で、第三者（民間または公共）に対し
て、または第三者から、いかなる形の不適切な利益
を申し出たり受領したりしてはなりません。

特に、ビジネスパートナーは、国家または政府が所
有する企業を代表する人物を含む公務員とのやり取
り、代理人やその他の仲介者との協力、または寄付
やスポンサー活動などその他のリスクの高い状況に
おいて、細心の注意を払うものとします。ビジネスパ
ートナーは、すべての報告書、記録、請求書が正確
かつ完全であり、虚偽または誤解を招くような情報
が含まれていないことを保証するものとします。

上記に従い、ビジネスパートナーは、Volvo Cars、	
その従業員、その他の代理人に対して、いかなる形
態の不適切な支払いまたはインセンティブの申し出
も控えるものとします。Volvo Carsの代理人がその
ような支払いまたはインセンティブを要求した場
合、ビジネスパートナーは、その要求が拒否された
場合でも、Volvo CarsのTell Us報告ライン（上記参
照）を通じて当社に通知することが推奨されます。

	

利益相反
ビジネスパートナーは、客観的かつ透明性のある方
法で事業を行い、Volvo Carsとのやりとりに関連す
る可能性のある、または実際に生じている利益相反
を怠りなく特定、開示、管理するものとします。

これは、ビジネスパートナーの従業員（またはその
近親者）のいずれかが、ビジネスパートナーの事業
に関連する決定を行う立場にある、または影響力を
持つVolvo Carsの従業員と個人的な関係にある場
合、ビジネスパートナーは、その状況をすべて開示し
なければならないことを意味します。同様に、	
Volvo Carsの従業員がビジネスパートナーの事業に
対して、金銭的な関係を含む何らかの個人的な利害
関係を有している場合にも、ビジネスパートナーは、
その事実を開示するものとします。

企業倫理とコン
プライアンス
Volvo Carsでは、誠実さ、透明性、高
い基準、責任ある業務遂行を特徴と
する倫理的なビジネス環境の推進に
専心しています。これには、ビジネスパ
ートナーとのパートナーシップにおい
て、信頼と説明責任を共に育むことも
含まれます。
ビジネスパートナーとして、倫理的な
企業行動に対する私たちの約束を共
有していただくことを期待しています。
これに沿って、ビジネスパートナーは
以下の要件を遵守するものとします。

企業倫理とコンプライアンス VOLVO CARS ビジネス	パートナー行動規範
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企業倫理とコンプライアンス

公正な競争とビジネス慣行
ビジネスパートナーは、適用される競争法および規
制（独占禁止法とも呼ばれる）を遵守するものとし
ます。特に、ビジネスパートナーは、適用される法律
または命令により明示的に許可されている場合を除
き、価格、販売条件（割引を含む）、戦略、市場シェ
ア、顧客配分、地域、または違法に競争を制限また
は制限する可能性のあるその他の行為を含むがこ
れらに限定されない、競争を制限または妨げる可能
性のある活動または合意を控えるものとします。

Volvo Carsの競合他社とやりとりするビジネスパー
トナーは、Volvo Carsの機密情報を競合他社と共有
してはならず、また、競合他社の情報をVolvo Cars
と共有してはなりません。

	

貿易制裁と輸出管理
ビジネスパートナーは、適用されるすべての貿易制
裁および輸出管理に関する法律および規制を遵
守するものとします。さらに、ビジネスパートナー
は、Volvo CarsがVolvo Carsに適用される規則に違
反する行為、またはVolvo Carsに不利益をもたらす
行為を行わないものとします。

特に、ビジネスパートナーは、ビジネスパートナー、
またはその関連会社、取締役、役員、若しくは代理
人のいずれもが、制裁措置または輸出管理制限の
対象となっていないことを保証し、表明します。さ
らに、ビジネスパートナーは、直接または間接を問
わず、Volvo Carsに対して、制限対象者または制裁
対象国から、またはそれらに関わるいかなる物品、
ソフトウェア、技術、サービスも提供しないものとし
ます。

ビジネスパートナーは、制裁対象国において、また
は制限対象者に対して、Volvo Carsの製品およびサ
ービスが直接的または間接的に販売される、または
その他の方法で提供されることがないよう、さらに
徹底するものとします。

Volvo Carsの機密情報およ
び知的財産の保護		
ビジネスパートナーは、Volvo Carsの機密情報および
知的財産権を、適用される法律および契約条件に従
って尊重および保護するものとします。例えば、かか
る情報を不適切な開示、盗難、または誤用から保護
し、正当な「知る必要」を有するビジネスパートナー
の従業員に対してのみVolvo Carsの機密情報を開示
するものとします。

さらに、Volvo Carsが事前に書面による同意を与えな
い限り、ビジネスパートナーはVolvo Carsの機密情報
をいかなる第三者とも共有しないものとします。

データ保護
ビジネスパートナーは、Volvo Carsとの取引に関連し
て個人情報を処理する際には、適用されるすべての
データ保護法および規制（プライバシー法とも呼ば
れる）を遵守するものとします。

「処理」および「個人データ」という用語は、関連す
る適用法および規制において与えられている意味を
有します。

さらに、Volvo Carsがビジネスパートナーに個人情
報を委託する場合は、ビジネスパートナーは、その
個人情報の処理に関する合意された契約条件を遵
守するものとします。特に、これに限定されるもので
はありませんが、ビジネスパートナーは個人情報の
漏洩から個人情報を保護し、Volvo Carsの個人情報
に関わる事態が発生した場合は、直ちにVolvo Cars
に報告するものとします。

ビジネスパートナーは、Volvo Cars
が事前に書面による同意を与えな
い限り、機密情報をいかなる第三
者とも共有しないものとします。



私たちは皆、個別に、また共に、国際的に認められ
た人権の尊重を確保しなければなりません。これに
は、先住民の社会的、文化的、環境的、経済的利益
など、地域社会や社会的弱者の権利も含まれます。

私たちは、ビジネスパートナーに対し、人々を守ると
いう私たちの約束を共有していただくことを期待して
います。これに沿って、ビジネスパートナーは以下の
要件を遵守するものとします。

人権の尊重				
ビジネスパートナーは、国際人権法および基準を遵守
し、尊重するものとします。これには、少なくとも「国
際人権規約」、「児童の権利に関する条約」、および「
労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」
に定められた基本原則が含まれます。ビジネスパート

人々を守る

人々 を守る
すべての人は、尊厳と敬意をもっ
て扱われる権利、安全かつ衛生的
な労働条件、公正な賃金、福利厚
生、昇進の機会を得る権利を有し
ます。		

私たちは、ビジネスパートナーに対
し、人々を守るという私たちの約束
を共有していただくことを期待して
います。

ナーは、さらに国連「ビジネスと人権に関する指導原
則」およびその他の適用可能な国際的に認められた
基準を遵守するものとします。	
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ビジネスパートナー、またはその代理として行動する
いかなる当事者も、身分証明書またはパスポートの没
収を含む移動の制限、採用プロセス全体を通じた従
業員への手数料または関連費用の請求、賃金の天引
き、虐待的な労働条件、またはその他の搾取または
虐待に関与したり、容認したりしないものとします。

虐待または暴力の脅威また
は発生			
ビジネスパートナーは、従業員およびその他の利害
関係者（近隣コミュニティの人々を含む）が脅迫や虐
待、暴力の被害に遭わないよう、適切な保護措置を
実施するものとします。これには、心理的または身体
的な虐待のあらゆる形態を調査し、対処するための
適時かつ適切な措置が含まれます。虐待は、職場内
または契約した第三者（民間または公共の警備員を
含むが、これらに限定されない）を介して発生したも
のかどうかを問いません。

児童労働			
ビジネスパートナーは、自らの業務またはバリューチ
ェーンにおいて、いかなる形態の児童労働も容認せ
ず、常に児童の最善の利益のために行動するものとし
ます。最低就業年齢は、その国の法定最低年齢要件
に準拠した義務教育修了年齢としますが、15歳未満
であってはなりません5。

18歳未満の年少従業員は、年少者の心身の健康、安
全、道徳を害する危険のある業務、すなわち危険な業
務に就かせてはなりません6。

強制労働					
ビジネスパートナーは、すべての労働が自発的なもの
であることを保証し、いかなる形態の強制労働、債務
による拘束、人身売買、またはその他の現代の奴隷制
の兆候も利用したり、それらから利益を得たりしない
ものとします7。

ビジネスパートナーは、自らの業務
またはバリューチェーンにおいて、
いかなる形態の児童労働も容認せ
ず、常に児童の最善の利益のため
に行動するものとします。

5 ILO「就業が認められるための最低年齢に関する条約（第
138号）」に準拠します。

6	ILO「最悪の形態の児童労働条約（第182号）」に準拠します。 7 ILO「強制労働条約（第29号）」に準拠します。
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衛生的で安全な職場環境		
ビジネスパートナーは、適用される基準および法的
要件を満たし、できればそれを上回る安全で衛生的
な労働環境を提供し、常に維持するものとします。
職場施設は、意図された目的に適した清潔な状態
に保たれ、従業員、および該当する場合は訪問者、
下請業者、その他の利害関係者のニーズを満たすよ
うに設計されているものとします8。

ビジネスパートナーが直接または間接的に宿泊施
設を提供する場合、法的基準を満たし、居住者およ
び訪問者の双方のニーズを満たすように設計されて
いるものとします。

	
安全対策
ビジネスパートナーは、従業員、訪問者、下請業者、
または関連する利害関係者が、負傷、病気、死亡の
リスクをもたらす可能性のある業務上の危険にさら
されることを防ぐため、安全衛生に関するリスクに

積極的に取り組むものとします。これに沿って、ビジ
ネスパートナーは適切な労働安全衛生手順9を実施
し、従業員に適切な個人用保護具を提供するもの
とします。

ビジネスパートナーは、すべての従業員に対して、
安全衛生に関する適切な研修と情報を提供し、安
全上のリスクや事故の報告を推奨するものとしま
す。必要な安全衛生関連情報が明確で、容易にアク
セスでき、各従業員（または該当する場合はその他
の利害関係者）が理解できる言語で提供されること
が重要です。

雇用条件		
ビジネスパートナーは、従業員の雇用条件や賃金明
細書その他の関連情報を記載した書面を従業員が受
け取る権利を確保するものとします。これらはすべて、
従業員が容易に理解できる形式および言語で記載す
るものとします。雇用条件は、すべての適用法および
適用される団体協約を遵守するものとします。

人々を守る

8	これには、適切な水、衛生設備、衛生状態の提供、および騒音、温度、振動などによる職業上
の危険の予防と管理を通じて、人々の幸福、安全、健康を確保する適切な労働条件を確保するこ
とが含まれます。

9	これには、適切な緊急時対策の導入や、定期的な避難訓練の実施が含まれます。

ビジネスパートナーは、すべての従業員に対して、安全衛生に関する適切
な研修と情報を提供し、安全上のリスクや事故の報告を推奨するものと
します。
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賃金と福利厚生			
ビジネスパートナーは、団体協約で合意された賃金を
尊重し、法定最低基準を満たすか、またはそれを上回
る報酬を提供するものとします。報酬は、少なくとも、
フルタイムで雇用されている労働者10とその扶養家族
が基本的なニーズを満たし、適切な生活水準を維持
できるだけの十分なものとします。

賃金は公正でなければならず、いかなる差別もなく、
同一労働同一賃金とします。不当な賃金控除や懲戒
処分としての賃金の天引きは禁止されています。賃金
からの控除は、適用される法律または団体協約で規
定されている場合、およびその範囲内でのみ許可さ
れます。

労働時間			
ビジネスパートナーは、少なくとも、適用される法
律、ILO基準、労働時間に関する団体協約	(時間外労
働、休憩規則、年次休暇、病気休暇、育児休暇を含む
がこれらに限定されない)	を遵守するものとします。ビ
ジネスパートナーは、所定労働時間を尊重し、従業員
がワークライフバランスを実現できるようにするものと
します。すべての時間外労働は自発的なものでなけれ
ばならず、適切に報酬が支払われなければならないも
のとします。従業員は、6日間の勤務の後、少なくとも
24時間の連続した休息を取るものとします。	

結社の自由と団体交渉			
ビジネスパートナーは、現地の法律で認められてい
る場合、雇用主と従業員の関係に関連する団体や労
働組合を結成、加入、または脱退する権利、団体交
渉を行う権利、集会に参加する従業員の権利を尊重
するものとします。現地の法律が結社の自由の権利
に制限を設けている場合、ビジネスパートナーは、そ
の他の合法的な形態の従業員代表を支援するもの
とします。

ビジネスパートナーは、従業員またはその代表者
が、差別、報復、脅迫、または嫌がらせを恐れるこ
となく、自由にコミュニケーションを図り、アイデア
や懸念を共有できる職場環境を構築するものとし
ます。

差別禁止と機会均等		
ビジネスパートナーは、いかなる形態の差別にも関与
せず、容認しないものとします。これには、性別、民
族、宗教、年齢、障害、妊娠、性的指向、国籍、政治的
意見、労働組合への所属、社会的背景、または適用法
で保護されているその他の特性に基づく差別が含ま
れます。従業員は、能力に基づく均等な機会が提供さ
れる場合、敬意、尊厳、一般的な礼節をもって扱われ
るものとします。

先住民の権利			
ビジネスパートナーは、「自由意思による、事前の、十
分な情報に基づく合意」（「FPIC」）の原則を尊重す
ることにより、ビジネスパートナーの事業またはバリ
ューチェーンの活動により影響を受ける可能性のあ
る地域社会および先住民の権利を尊重するものとし
ます。

ビジネスパートナーは、先住民や地域社会の権利に
悪影響を及ぼす可能性のある事業や活動を開始する
前に、徹底したリスク評価を実施し、必要に応じて緩
和措置を実施するものとします。

人々を守る

ビジネスパートナーは、少なくと
も、適用される法律、ILO基準、労
働時間に関する団体協約	(時間外
労働、休憩規則、年次休暇、病気
休暇、育児休暇を含むがこれらに
限定されない)	を遵守するものとし
ます。

10 生活賃金の提供義務は、ビジネスパートナーがコンサルタントまたは代理要員として雇用し、ビジネスパートナーの施設で、またはビジネスパートナーの指示の下で働くフルタイムの労働者にも適用
されます。
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私たちは皆、適用される環境法および規制、報告義
務を遵守し、必要な環境認証の取得と維持、およ
び汚染（大気、土壌、水）を最小限に抑えるための
科学的アプローチの採用を徹底しなければなりま
せん。

したがって、Volvo Carsのビジネスパートナーとし
て、事業の規模、性質、状況に応じて、以下の環境
要件を遵守するものとします。
	

環境管理
ビジネスパートナーは、その製品、サービス、活動が
環境に与える影響を評価し、環境パフォーマンスの
継続的な改善に努めるものとします。ビジネスパー
トナーは、特定されたリスクに対処するための緩和
措置を実施し、その有効性を、可能であれば認証さ
れた環境管理システムを通じて監視するものとし
ます。

ビジネスパートナーは、製品開発、製造、運用、流
通、物流などのバリューチェーン全体を通じて、環
境への影響を継続的に低減するための目標を設定
し、その目標に向かって取り組むものとします。

ビジネスパートナーは、透明性を確保し、関連する
定性的および定量的なデータの共有、進捗状況や
課題に関する必要に応じた最新情報の提供など、
持続可能性に関するパフォーマンスについてVolvo 
Carsに対して継続的に報告するものとします。

環境に対する責任
地球の天然資源と生態系を保護する
ことは、私たち全員の共通の責任です。
ビジネスパートナーには、環境保全、環
境負荷低減の取り組み、循環型経済へ
の移行といった私たちの約束を共有し
ていただくことを期待しています。		

環境に対する責任

ビジネスパートナーは、その製品、サ
ービス、活動が環境に与える影響を
評価し、環境パフォーマンスの継続
的な改善に努めるものとします。

VOLVO CARS ビジネス	パートナー行動規範
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環境に対する責任

気候変動への影響の低減			
ビジネスパートナーは、2040年までに温室効果ガス
排出量を実質ゼロにするというVolvo Carsの目標を
積極的に支援するものとします。したがって、ビジネ
スパートナーは、気候科学およびパリ協定に沿った
温室効果ガス（「GHG」）排出削減計画を策定し、目
標を設定しなければならず、また、そのような目標
は、科学に基づく目標イニシアティブにより検証され
ることが望ましいです。

さらに、ビジネスパートナーは、その製品において、リ
サイクル材料や二酸化炭素排出量の少ない材料、あ
るいは二酸化炭素排出量がほぼゼロの材料を優先
的に使用し、従来の代替材料と比較して二酸化炭素
排出量が少ない材料を優先するものとします。

循環型経済と資源効率			
ビジネスパートナーは、エネルギー、水、材料などの
資源を責任を持って使用し、資源効率の改善に積
極的に取り組むものとします。ビジネスパートナー
は、一次資源の使用を最小限に抑えるために、循環
型原則をさらに採用する必要があります。

エネルギー効率
ビジネスパートナーは、事業活動およびバリューチェ
ーンに関連するエネルギー消費の削減と再生可能エネ
ルギーまたは気候中立なエネルギーの割合増加に向
けた対策を実施することにより、エネルギー効率の改
善に積極的に取り組むものとします。

水管理
ビジネスパートナーは、効率的な水管理を可能にする
体制を整えるものとします。これには、取水量、水消費
量の削減、および排水による汚染防止のための明確か
つ測定可能な目標の設定が含まれます。これらの目標
は、地理的位置	(水ストレスの高い地域など)	を含め、
ビジネスパートナーの業務の性質と背景を考慮に入れ
る必要があります。

廃棄物管理		
ビジネスパートナーは、その事業活動において責任
ある、適切な、効率的な廃棄物管理を可能にする慣
行を整備し、廃棄物の最小化に積極的に取り組む
ものとします。これには、廃棄物が埋立地、海洋、
河川、焼却に回されるのを避けるための循環型ビジ
ネスモデルアプローチの適用が含まれます。

ビジネスパートナーは、余剰材料を高価値の循環ル
ープに再投入することで、廃棄物や汚染の全体的な
排除にさらに努める必要があります。

環境負荷物質
ビジネスパートナーは、潜在的に有害な化学物質や物
質を取り扱う際には、従業員やその他の利害関係者、
環境に対して、危険な物質や化学物質が安全に管理
されるよう、適切な手順を実施するものとします。

Volvo Carsは、将来的な法規制に先駆けて、環境負荷
物質11の使用を排除する積極的なアプローチを取って
います。これに伴い、ビジネスパートナーは、該当する
場合、有害な化学物質や物質の使用を最小限に抑え、
段階的に廃止するために積極的に取り組み、製品や
施設からそのような物質を排除するVolvo Carsの取
り組みを支援するものとします。

	

	生物多様性
ビジネスパートナーは、生物多様性の主要地域にお
ける地理的位置を含む、ビジネスパートナーの活動
の性質と背景を考慮し、生物多様性への影響を適
切に評価し、汚染や土地利用の変更を含むがこれ
らに限定されない、その負の影響を積極的に回避
し、緩和することを優先するものとします。

ビジネスパートナーは、直接あるいは間接的に、森
林伐採や生息地の破壊につながる原材料、または
深海から採掘される原材料を調達または調達の融
資を行わないものとします。ビジネスパートナーは、
回復活動、自然生態系および絶滅危惧種の保護に
積極的に関与し、貢献する必要があります。

その製品において、リサイクル材料
や二酸化炭素排出量の少ない材
料、あるいは二酸化炭素排出量が
ほぼゼロの材料を優先的に使用し

11	「環境負荷物質」とは、人体の健康または環境に悪影響を及ぼすことが知られており、関連法規で特定されている化学物質または物質を意味します。



Volvo Carsでは、私たちの事業活動および製品が人
権侵害、非倫理的な事業活動、環境破壊につながら
ないよう、継続的に監視、評価、対策を実施していま
す。ビジネスパートナーとして、責任あるバリューチェ
ーン管理へのこの約束を共有していただくことを期待
しています。これに伴い、以下の要件を遵守していた
だくものとします。

企業の持続可能性に関する
デュー・ディリジェンス			
ビジネスパートナーは、OECD「責任ある企業行動の
ためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」に沿った
効果的なデュー・ディリジェンスプロセスを有してい
るものとします。ビジネスパートナーが実施する人権
および環境デュー・ディリジェンスは、リスクベース
で、その事業の規模、性質、状況に適したものである
ものとします。これには、人々や地球に対する潜在的
な、あるいは実際の悪影響を特定、防止、緩和するこ
とが含まれ、特に社会的弱者への配慮が求められま
す。さらに、影響を受ける利害関係者に対して是正措
置へのアクセスを提供し、環境および人権への悪影
響がどのように対処されるかを説明することも含ま
れます。

デュー・ディリジェンスの一環として、ビジネスパート
ナーは、リスクベースのアプローチに沿って、できれば
エンドツーエンドでサプライチェーンを継続的にマッ
ピングするものとします。人々や地球に対する潜在的
なリスクや実際のリスクを特定、防止、軽減するため
には、トレーサビリティとサプライチェーンの透明性
を高めることが重要です。

原材料と鉱物の責任ある
調達			
ビジネスパートナーは、鉱物および金属の調達また
は利用にあたり、OECD「紛争地域および高リスク地
域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのための
デュー・ディリジェンス・ガイダンス」に沿った効果的
なデュー・ディリジェンス・プロセスを有するものとし
ます。

ビジネスパートナーは、グローバルなサプライチェ
ーンにおける責任ある調達を確保するための	
Volvo Carsの取り組みを支援するものとします。こ
れには、リスクを軽減し、透明性を高め、サプライチ
ェーンにおける原材料のトレーサビリティのための
管理の連鎖モデルを実施するための、環境負荷原
材料（RMoC）12に関するデュー・ディリジェンスの実
施が含まれます。

責任あるバリュー
チェーン管理
私たちは、バリューチェーン全体を通
じて責任ある事業活動を確保するこ
とを目指しています。これを実現する
には、ビジネスパートナーとしての皆
様の協力と支援が必要です。		

責任あるバリューチェーン管理

12	採取、加工、取引、輸送の過程で、環境、社会、ガバナンスに悪影響を及ぼすリスクに関連していると特定された原材料。RMoCのリストはvolvocars.comでご覧いただけます。
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責任あるバリューチェーン管理

ビジネスパートナーは、グローバ
ルなサプライチェーンにおける
責任ある調達を確保するための
Volvo Carsの取り組みを支援する
ものとします。
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